
姫路市公共施設予約システム 利用上の注意 

（公園緑地課所管施設） 

 

・施設予約システムでのインターネット予約照会／受付期間について 

 

当施設におけるインターネットの受付期間について、以下の通りとなりますのでご了承願います。 

予約種別 予約可能日 

抽選予約 ３ヶ月前の 10日 00時 00分～25日 23時 59分（抽選申込期間） 

通常予約 ２ヶ月前の同日正午から（抽選の結果空いているコマに対して） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜抽選予約について＞ 

・抽選は１ヵ月単位で行います。毎月１０日～２５日の抽選申込期間に３ヶ月先１ヶ月分の抽選申込み

を行ってください。 

・抽選の申込みを、市内在住又は在勤・在学の人は出来ますが、市外の人は申込み出来ません。（市外の

人は通常予約のみ行えます） 

・テニスコートの抽選の申込は１人１ヵ月につき１２コマまで、当選は最大６コマとなります。 

・テニスコート以外の施設は、抽選の申込コマ数及び当選の最大コマ数に上限はありません。 

・当選は１人あたり、１日１コマに限らせていただきます。ただし、抽選の申込は同一日に複数コマや

複数施設を申し込むことは可能ですが、当選は最大で１人１日１コマとなります。 

・抽選結果は抽選申込期間終了後（３ヶ月前の２７日）に「仮予約」として登録されます。システム上

は「仮予約」となっていますが、他の有料施設と異なり窓口での使用許可申請は不要で、「仮予約＝本予

約」となります。 

 

＜通常予約について＞ 

・インターネット予約は使用日の２ヶ月前の同日正午から使用日までとなっております。抽選予約で埋

まらなかった空きコマが通常予約の対象で、先着順の受付となります。 

・予約は１人あたり、１日１コマに限らせていただきます。（抽選による当選も含む） 

抽選予約の受付 通常予約（空きコマの先着順受付） 

10日 
使用日 ２ヶ月前 

抽

選

の

実

施 

25.日 26日 
３ヶ月前 １ヶ月前 



・通常予約終了後、システム上では「仮予約」として登録されますが、他の有料施設と異なり窓口での

使用許可申請は不要で、「仮予約＝本予約」となります。 

 

＜予約のキャンセルについて＞ 

・予約のキャンセルはインターネット上で行えますが、必ず使用日の３日前までに行ってください。

システム上使用日の当日までキャセルは可能ですが、使用日の２日前以降のキャンセルはペナルティ

が課され、ペナルティがたまると３ヶ月間の利用停止となります。（前々日キャンセルは１点、前日キ

ャンセルは２点、当日キャンセルは３点、当日無断キャンセルは５点のペナルティとなり、累積７点

以上で３ヶ月の予約システム及び施設の利用停止となります。利用停止になると、既に予約がとれて

いた施設の予約も取り消されてしまいますので、ご注意ください。３ヶ月の利用停止期間が終了する

と、ペナルティの点数はリセットされます。また、最後のペナルティから１年間ペナルティが無い場

合も、ぺナルティの点数はリセットされます） 

 

＜その他利用上の注意＞ 

・使用料は無料です。 

・テニスコートは各施設ともに AB２面あります。 

・各施設の入口には鍵が施錠されているので、使用日前の市役所が開いている時間（平日の 8:35～17:20）

に、９階公園緑地課まで鍵を取りに来てください。 

※テニスコート以外の施設で施錠されているのは、浜手緑地白浜地区のソフトボールグラウンドと浜手

緑地中島東地区の多目的広場および阿保緑地の駐車場入り口のみです。 

・テニスコートの予約の単位の１コマとは通常１面の２時間利用ですが、津田夜間のみ AB２面の４時間

利用となります。 

・テニスコート以外の施設の予約の単位の１コマは、午前・午後・夜間すべて４時間利用となります。 

・津田テニスコートの夜間利用の場合にナイター設備を使用できますが、使用するためには１時間５０

０円のコインを市役所９階公園緑地課窓口（午前 9時から午後 5時まで）で購入する必要があります。 

・津田公園グラウンドの夜間利用の場合にナイター設備を使用できますが、使用するためには１時間１，

５００円のコインを市役所９階公園緑地課窓口（午前 9 時から午後 5 時まで）で購入する必要がありま

す。 

・浜手緑地中島東地区多目的広場の夜間利用の場合にナイター設備を使用できますが、使用するために

は２時間３，０００円の利用者番号を市役所９階公園緑地課窓口（午前 9 時から午後 5 時まで）で購入

する必要があります。 

・次に使用する方のため、使用後はコート又はグラウンドの整備を行なってください。 

・ごみは持ち帰って下さい。 

・コート又はグラウンドの状態や公園整備の状況等により、使用できない場合があります。 

・公園施設を損傷した時や、事故等を見つけた時、その他お気づきの点がありましたら、公園緑地課ま

でご連絡ください。 

・年末年始の閉庁日は使用できません。 

 

他施設の受付方法や受付期間等につきましては、当該施設にお問合せください。 

 



（参考：テニスコートの利用可能時間） 

 早朝 午前１ 午前２ 午後１ 午後２ 午後３ 夜間 

 7:00～9:00 9:00～11:00 11:00～13:00 13:00～15:00 15:00～17:00 17:00～19:00 17:00～21:00 

高浜（5～8月） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ 

高浜（上記以外） ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ 

津田（3～11月） ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ 

津田（上記以外） ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ 

白浜 ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ 

 

（参考：テニスコート以外の利用可能時間） 

 午前 午後 夜間 

 9：00～13：00 13：00～17：00 17：00～21：00 

浜手緑地白浜地区 

ソフトボールグラウンド 

〇 

 

〇 × 

浜手緑地中島地区 

グラウンド A・B 

〇 〇 × 

浜手緑地広畑東地区 

多目的広場 

〇 〇 × 

津田公園（3～11月） 〇 〇 〇 

津田公園（上記以外） 〇 〇 × 

浜手緑地中島東地区 

多目的広場 

〇 〇 〇 

阿保緑地 〇 〇 × 

三宅公園 〇 〇 × 

 


